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相馬市章（昭和37年12月28日制定）
市章は相馬の「そ」の字を図案化したもので、相馬港を中心とし

た臨海工業の振興と発展を期し、近代産業都市への意欲的な希望

をかたどったものです。

相馬市民憲章（昭和51年3月31日制定）
１．美しい相馬の海と山とを、うたいつぐふるさとのうたと共に、あすのくらしにの

こそう。

１．報徳の訓えに心をはげまし、うまずたゆまず豊かな相馬をきずこう。

１．ふるきをたずね、新しい相馬のまちづくりに一人一人の力をかたむけよう。

相馬市の木・花・鳥

相馬市民の歌 昭和４２年４月６日制定
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●相馬市の概要

●沿革

本市の歴史は古く、椎木北原遺跡からは旧石器時代の遺物が、また市内各地に点在する古墳からは

人物埴輪や太刀飾などが出土しています。中世以降は相馬氏がこの地域を治め、江戸時代に至り17代

相馬利胤が中村城を居城に構えたことから現在の本市の基礎となる城下町の姿が形成されました。

相馬氏は、平将門を祖とする関東の名族でしたが、源頼朝の奥州征伐に従軍し、その功によって奥

州行方郡の地を与えられ、奥州相馬氏が成立しました。鎌倉時代の末、下総国から奥州へ移住した相

馬氏は、南北朝の動乱期を経てこの地に領主権を確立、いくたびかの危機を乗り越え、明治に至るま

でその勢力を維持し、伝統と個性ある文化を培ってきました。なかでも相馬野馬追や相馬民謡は、現

在も全国的に知られています。

江戸時代後期、東北諸藩を襲った天明・天保の飢饉の際も、相馬中村藩は藩政を改革して復興に努

め、さらに御仕法（二宮尊徳の興国安民法）を導入して、さらなる経済の復興・発展と民生の安定を

図りました。この御仕法の精神は現在の市民憲章にもうたわれ、今なお市民の生活に息づいています。

明治に入ると廃藩置県が行われ、相馬中村藩は中村県となり、士族は旧領内の各村に土着帰農しま

したが、土着帰農による授産の成功は全国にも例を見ないものでした。その後中村県は平県、磐前県

を経て福島県となり、明治22年の町村制施行に際して、中村、中野村、西山村の合併により中村町と

なり（昭和4年松ケ江村を合併）、昭和29年には中村町、大野村、飯豊村、八幡村、山上村、玉野村、

日立木村、磯部村の1町7ヶ村が合併し、相馬市制の施行に至っています。

現在の本市は、首都圏や仙台市へ短時間でアクセスできる常磐自動車道や、重要港湾相馬港が整備

され、また、隣接する伊達市や県都福島市へつながる相馬福島道路も令和3年に全線開通し、さらに

は山形県へと伸びる東北中央自動車道の整備も着実に進捗しており、福島県沿岸北部地域の物流の中

心としての役割を担う地域となっております。

位置

福島県浜通り北部に位置し、西に阿武隈高地が

連なり、東は太平洋に臨む。

北緯37度47分37秒、東経140度55分11秒。

面積197.79km２

気候

東日本型の海洋性気候に属し、冬季も温暖で降

雪も少なく、年間平均気温も13.9℃（令和2

年）と、さわやかで過ごしやすい地域です。

人口（令和5年4月1日現在）

男：16,409人

女：16,661人

合計：33,070人（世帯数：14,279）
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●図書館のあゆみ

Ｓ53.11.1市民会館内に図書室（84㎡）事務室（29㎡）を

設け、職員3人配置。蔵書8,166冊を備え業

務を開始する。

Ｓ54.5.1 図書の貸出方式をニューアーク式に改める。

Ｓ56.5.7 日本目録規則によるカード目録の作成を始

める。図書の分類は日本十進分類法（改訂8

版）により実施する。

Ｓ56.10.12 新図書館建設工事着工。

Ｓ56.11.29 青年を対象とした読書会（ことばの読書会）

はじまる。

Ｓ57.3.30 新図書館が完成する。

Ｓ57.5.21 新図書館オープン。職員4人､蔵書18,000冊。

当日の入館者207人､貸出数327冊。

Ｓ57.11.9 古文書学習会はじまる。

Ｓ57.12.1 図書寄贈運動を開始する。

Ｓ58.6.1 館庭に二宮尊徳像を建立する。（小田原市田

島亨氏寄贈）

Ｓ59.5.1 館内に児童室を設ける。

Ｓ60.4.1 おはなしの会はじまる。

Ｓ60.6.1 図書館報第１号を発行する。

Ｓ62.2.27 686冊の図書を購入する。

Ｓ63.2.1 寄付金で児童書438冊購入。「上原清善文庫」

を設置する。

Ｈ元.1.14 「岩崎博士記念文庫」設置。衆臣系譜24巻、

相馬藩世紀73巻などを収録する。

Ｈ2.11.1 岩崎博士記念文庫冊子式文庫目録を発行す

る。

Ｈ3.4.1 大活字本コーナー（157冊）を設置する。

Ｈ3.12.1 図書館カレンダーを市内全戸に配布する。

Ｈ4.8.1 視聴覚機器（ＶＴＲ．ＣＤ）を設置する。

Ｈ5.3.1 「岡田清一文庫」を設置する。

Ｈ5.4.1 岩崎博士記念文庫図書目録（新訂版）を発行

する。

Ｈ7.3.10 文字拡大機を設置する。

Ｈ9.8.15 「国際ソロプチミスト相馬コーナー」を設置

する。

Ｈ14.5.1図書館ボランティアの受け入れを開始する。

Ｈ14.8.17市ホームページに『図書館情報』を設け「お知

らせ」「利用案内」「図書館カレンダー」「新

着一覧」「館内ガイド」「うぐいす」を掲載す

る。

Ｈ15.1.5ＤＶＤ機器を設置する。

Ｈ15.12.図書館移転が12月議会にて決定する。

Ｈ16.3.1～4.20図書館移転のため臨時休館。

Ｈ16.4.1「四季彩文庫」を設置する。

Ｈ16.4.21図書館が振興ビル2階に移転、リニューアルオ

ープンする。

Ｈ16.4.21図書館システムの稼動を開始する。

Ｈ16.4.21振興ビル１階の図書館事務室に駅前行政サービ

スコーナーを併設する。

Ｈ16.6.27図書館開館記念「文化講演会」を開催する。講

師；俳人福田甲子雄氏

Ｈ17.4.12相馬市ホームページ「図書館情報」コーナーに

図書・ＡＶの検索機能の運用を開始する。

Ｈ17.6.4文学講座はじまる。

Ｈ17.10.1振興ビル１階に「市民サロン」を開設する。

Ｈ17.12.2振興ビル１階に「点字図書閲覧コーナー」を開

設する。

Ｈ17.12.28利用者用「図書検索端末」を設置する。

Ｈ18.10.20二宮尊徳「御仕法関係資料」を作成する。

Ｈ19.2.1「石原敬彦文庫」を設置する。

Ｈ19.12.10 図書館利用者に対しアンケート調査を実施

する。

Ｈ20.11.26 点字図書閲覧コーナーに点字プリンターを

設置する。

Ｈ21.6.1 点字資料の郵送サービスを開始する。

Ｈ21.6.23 特定録音物等発受施設に指定される。

Ｈ22.1.26 １階閉架書庫に移動式書架を設置する。

Ｈ22.3.31 駅前行政サービスコーナーを廃止する。

Ｈ22.4.6 １階図書館事務室に「知っ得（情報取得支援）

コーナー」を併設する。

Ｈ22.7.1 １階「点字図書閲覧コーナー」を廃止し、「学

習室」を開設する。

Ｈ22.7.1 ２階児童閲覧コーナーに「点字図書」を移設

する。２階床に点字タイル設置。

Ｈ23.3.12 3.11東日本大震災により臨時休館。（4.16開

館へ）

Ｈ23.4.13 ２階閉架書庫に移動式書架を設置する。

Ｈ23.7.31 震災支援として寄贈された書架（12架）の

設置。

Ｈ23.8.6 震災支援として、相馬市内に居住している住

所登録が市外の方についても館外利用でき
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るよう対象範囲を拡大する。

Ｈ23.9.16１階５番書庫及び階段下書庫の耐震補強を実施。

Ｈ24.2.1蔵書点検を含めて1月に1ヵ月間休館し、図書館

システムの入替作業を行い、新システムの運

用を開始する。館内検索をタッチパネルとし、

所蔵状況や貸出状況を市ホームページから

も検索できるようになる。

Ｈ24.3.1「相馬市子ども読書活動推進計画」を策定する。

Ｈ25.3.13保健センターと連携してブックスタート事業を

開始する。

Ｈ25.6.1「東日本大震災コーナー」を設置する。

Ｈ26.6.1新聞の閲覧コーナーを１階市民サロンに移設する。

Ｈ26.7.31中央階段部分に防音用カーペットとカーテンを

設置する。

Ｈ27.12.1小中学校へ図書支援セットの貸出を開始する。

Ｈ30.11.1図書館システムを更新、クラウド方式を導入す

る。

Ｒ元.4.1法情報総合データベースの閲覧を開始する。

Ｒ元.7.21インターネット予約を開始する。

Ｒ元.10.13令和元年東日本台風被害により臨時休館。

Ｒ元.10.2610.25大雨により床上浸水となる。臨時休館。

（11.1開館）

Ｒ2.4.21～5.17新型コロナウイルス感染拡大防止により臨

時休館。

Ｒ2.11.1図書消毒機を導入する。

Ｒ3.2.14 2.13福島県沖地震被害により臨時休館。

Ｒ4.3.17～5.9 3.16福島県沖地震により臨時休館。

Ｒ4.4.1「相馬市図書館管理運営規則」を改訂し、個人が同

時に利用できる館外貸出数を一人につき10

冊（点）以内に変更する。

●組織図

図書館

管理係

奉仕係

・総務課 ･学校教育課 ・教育研究実践センター

・学校教育機関

小学校9校､中学校4校､幼稚園6園（うち2園休園）

・生涯学習課 ・少年センター ・歴史資料収蔵館

・郷土蔵 ・LVMH子どもアートメゾン

・生涯学習会館

・スポーツアリーナそうま他スポーツ施設

・中央公民館 ・地区公民館 ・市民会館

教育委員会 教育長

生涯学習部

教育部
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●施設の概要

振興ビル１階・２階（借用）

１階フロア（４８２．２３㎡）

・図書館事務室、閉架書庫

・学習室、市民サロン

・知っ得（情報取得支援）コーナー

２階フロア（７６４．１８㎡）

☆図書館

・開架書庫

・閉架書庫

・こどもの部屋

・閲覧コーナー

・プチ・ミュゼ（図書館ギャラリー）

館内案内図（２階）

所在地等

〒976‐0042

相馬市中村字塚ノ町65番地の16

（振興ビル内）

ＴＥＬ0244-37-2630ＦＡＸ兼用0244-37-2631

Ｅ-mailtosyo-kan@city.soma.lg.jp

新刊

児童書

一般書

点字図書

児童参考書
閲覧席

こどもの部屋
マンガ

文
庫
本

Ａ
Ｖ
席

Ｄ
Ｖ
Ｄ

受
付

震災関連

ソロプチミスト

郷土資料

ＥＶ

ＥＶ

トイレ

トイレ
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●令和５年度運営方針

１努力目標

（１）誰もが利用しやすく、親しまれ、魅力のある図書館運営を行い、図書館の利活用の促進を図る。

（２）利用者の知識意欲や読書ニーズに応え、図書資料等を整備し、図書館としての機能の充実を図

る。

（３）利用者が求める情報を的確に提供するために、職員の接遇能力の向上や図書に関する知識の習

得に努める。

２事業計画

（１）施設・設備の充実について

① 分かりやすい案内表示や、適切な掲示物の作成を行う。

② 収納スペースの確保に努める。

③ 閲覧スペースの整備・充実を図る。

④ 利用者サービスの向上を図るため、駐車場の利用案内をさらに進める。

⑤ 感染症対策など、利用者が安全に安心して利用できる環境づくりに努める。

（２）資料の収集・整理・保存について

① 図書資料の充実を図るための収集計画『相馬市図書館ステップアップ計画』に基づき実用書

などの一般図書資料の収集を重点的に行い、かつ合理的に整理保存を行う。

② 相馬に関する地域資料の収集や整理及び保存を行う。

③ ノーマライゼーションの理念により、大活字本や点字図書、朗読ＣＤ等の資料収集や整理及

び保存を行う。また、音声読上げ対応の電子書籍・デイジー図書・オーディオブック等アクセ

シブルな電子書籍等の導入についての検討を行う。

④ 利用者が利用しやすいように、本棚の整理を徹底する。

⑤ 蔵書の入替や除籍など計画的合理的な整理保存を行う。

（３）資料の提供について

① 利用者の要望に応えるため、レファレンスサービスの充実に努める。

② 購入リクエストや相互貸借制度の周知を図り、利用者のニーズに応えるよう努める。

③ 関係機関と連携や協力を行い、団体貸出や、公民館及び学校向け図書の貸出など、図書館サ

ービスのより一層の充実に努める。

④ 目の不自由な方が、より利用しやすいように点字図書及び音声資料の郵送サービスの利用拡

大に努める。

⑤ 話題の本、おすすめの本について積極的に情報提供する。

⑥ 関係部署との連携により、行政機関等が実施する月間・週間などの行事を啓発するための資

料提供を積極的に行う。

⑦ インターネットによる貸出中蔵書の予約や借受中資料の貸出期間延長により、利用者の利便

向上を図る。

⑧ 法情報総合データベースによる法令・判例文献資料の利用について情報提供に努める。
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（４）広報活動について

① 図書館報「うぐいす」を年3回（7月・11月・3月）発行する。また、小中学生を対象とし

た「こどもうぐいす」を長期休暇前等に発行する。

② 広報そうまに新着本案内や図書館情報を毎月掲載する。

③ 相馬市のホームページで、新着本や館内利用、図書館イベント案内などの情報提供を行う。

④ 館内に相馬市の情報とともに、他市町村の読書に関するイベント案内等のポスター・冊子を

掲示配架する。

⑤ 図書館についての理解が深まるよう、館内見学や職場体験の受け入れを行う。

（５）催し物の開催について

① 「おはなしの部屋」：毎月第1土曜日及び第3木曜日に幼児～児童を対象とした、絵本・

童話の読み聞かせ会を開催する。

② 「 古 文 書 学 習 会 」：毎月第2木曜日に、相馬中村藩政時代の古文書を学ぶ。

③ 「 文 学 講 座 」：図書館から情報発信できる文学講座を開催する。

④ 「 企 画 展 示 」：テ－マに沿った図書の展示を行う。

⑤ 「ブックスタート」：子どもの言語能力と豊かな心を育てるため絵本を手渡しする事業。

日頃、図書館を利用していない若い親世代が図書館を身近に感じても

らうきっかけを作り、継続的な読書活動促進のため、今後の利用につ

なげる。

⑥「ぬいぐるみおとまり会」：児童が愛着を持っているお気に入りのぬいぐるみを図書館で預かる

「ぬいぐるみおとまり会」を実施し、おすすめの絵本を紹介するなど、

読書の機会を提案する。

⑦「 古 本 市 」：図書館の除籍本のほか、市民から不用本の寄贈を募り、図書の有効

活用を図る。

⑧「 プ チ ・ ミ ュ ゼ 」：市民に作品を発表する場を提供し、市民文化の向上に努める。

⑨「 出 前 講 座 」：生涯学習課と連携し、出前講座を実施する。

⑩「読書週間イベント」：「読書週間」「こども読書週間」にあわせてイベントを実施し、読書

活動を推進する。

（６）職員の資質向上について

① 自治体職員として、事務処理や接遇能力を向上させるため、役所内研修に参加し、職場内に

おいては定期的に研修（ミーティング）を行う。

② 専門的な知識の習得に努め、研修に参加し、またレファレンスへの適切な対応など図書館職

員としての資質の向上に努める。

③ 自然災害や火災、人命救助などに対応するため、防災訓練や各種講習会に参加する。

④ 読み聞かせができるよう研修を重ね、「おはなしの部屋」に参加し、読み聞かせを行う。

（７）利用者の実態や要望の把握について

現在実施している事務事業の効果や必要性を判断するために、継続してアンケート調査を行う。

また、アンケート調査結果や利用者の要望については、公表しその改善に努める。
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（８）図書館予算

①当初予算額（図書館費）（単位：千円）

②社会教育費における図書館費の割合図書館費(138,232千円)÷社会教育費(494,031千円)

③人口一人あたりの図書購入費図書購入費(5,008千円)÷人口(33,070人)

令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度

138,232 129,487 133,356 123,711 121,117 124,751

令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度

27.98％ 26.41％ 27.19％ 26.41％ 26.64％ 26.81％

令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度

151円 149円 147円 101円 100円 200円

公民館での『おでかけ図書館』

『古本市』の様子
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●令和４年度事業実績（概要）

（１）施設・設備の充実について

新型コロナ感染拡大防止のため、施設の利用者が安心して利用できるよう、アルコール消毒

液やサーマルカメラ、空気清浄機、アクリル板、図書消毒機の利用による感染防止のほか、閲

覧席等のアルコール消毒や間隔が空くような座席の配置、利用者の検温、換気などの対策を継

続して実施した。

また、地震被害による臨時休館時に、書架の転倒防止対策や書棚へ落下抑制テープの貼付な

ど対策を行うとともに、転倒により破損した書架について以前より低い傾斜型書架への入れ替

えを行った。

（２）資料の収集・整理・保存について

『相馬市図書館ステップアップ計画』に基づき、幼児・児童図書資料の重点的な収集

を行うとともに、利用者の要望に応えるため各種図書のバランスを考慮した購入を行っ

た。

また、常に整理整頓を心掛け、求められた資料は責任を持って提供できるよう努めた。

（３）資料の提供について

①利用者の要望に応えるため、貸出予約制度やリクエスト、相互貸借、レファレンスサ

ービスの充実に努めた。

②公民館・図書館共同事業地域密着型読書推進活動を実施し、地区公民館用貸出セット

（１箱 40冊）や、各公民館の要望・特色に応じて選書した図書の団体貸出を継続して

実施した。さらに、8月からは幼児・児童用の公民館貸出セット「おでかけとしょか

んキッズ」（１箱 20冊）を新たに整備し、貸出を行った。

③教科や内容別に作成した学校支援図書セット（33セット）等による小中学校への団体

貸出についても継続して実施した。

④「本の中の『相馬』」リストを市ホームページに掲載した。

⑤4月から個人貸出冊数合計 10 冊（巻）までとする貸出規則変更の運用を開始した。ま

た 7月からは「新着資料」を早く利用できるよう、月 1回の配架から随時配架の方法

に変更するなど利便性の向上を図った。

（４）広報活動について

①図書館報「うぐいす」7/1 号、11/1 号、3/1 号を発行し、市内全戸に配布するととも

に、市内学校や館内利用者等に配布した。

「図書館要覧 2022」を 100 部作成し、関係団体への配付を行った。

②「広報そうま」毎月 1日号に「図書館あんない」を掲載し、新着おすすめ図書等の記

事を掲載した。

③「ホームページ」において、新着本の案内や図書館イベントのお知らせ等についての

周知を図った。

④イベント案内等の掲示を実施した。

⑤図書館についての理解を深めてもらうため、施設見学や職場体験の受け入れを行った。

（５）催し物の開催について

①「おはなしの部屋」

ボランティア 13 人により、毎月第 1 土曜日に幼児～小学生を対象として開催。10
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月からは毎月第 3木曜日にも開催日を広げた。年１５回開催。参加者延べ 240 人（子

ども：85人、大人 65 人）

②「古文書学習会」

毎月第 2木曜日に開催。長船日記等の文書を解読し、歴史を学ぶとともに古文書の

読み方を学んだ。（会員 15名）

③「文学講座」

5 月から 1 月の毎月第 1 土曜日に「源氏物語を読む」をテーマに開催。（受講者 29

名）

④「企画展示」

a『夏休み課題図書・推薦図書』（7/1～8/30）

b『今、考える非核・平和』（8/1～8/30）

c『子ども科学フェスティバルを楽しもう！』（9/1～9/29）

d『夏休み応援コーナー、課題図書・推薦図書』（7/1～8/30）

e『SFｖｓ.ミステリー』（10/1～11/29）

ｆ『冬休みすいせん図書』（12/1～1/15）

ｇ『省エネルギー』（2/1～3/30）

ｈ『新生活応援します』（2/1～3/30）

ｉ年間を通じた展示

ｊ他部署との連携による特別展示

・男女共同参画（6/1～6/29）生涯学習課

・認知症とともに生きる時代（9/1～9/29）健康福祉課

・今に生きる報徳の訓え（10/1～11/29）生涯学習課

・障害者週間（12/1～12/30）健康福祉課

⑤「ブックスタート」

⑥「ぬいぐるみおとまり会」：新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

⑦「古本市」（10月30日）利用冊数3,111冊

⑧「プチ・ミュゼ」

⑨「施設見学」

・「施設見学」9校344名

（中村第一、中村第二、大野、桜丘、飯豊、八幡、日立木、磯部、山上小学校）

・「職場体験」磯部中学校４名

⑩「読書週間イベント」

・読書週間：「図書館クイズ」参加者 241 人

⑪「本の福袋」（1月4日）

（６）職員の資質向上について

①職場内研修（ミーティング）の実施（月1回）

②職員の知識や技能向上のため研修会等への参加

・公民館図書室職員等初任者研修会

・福島県公共図書館協会実務担当者会議

・図書館資料修理研修会

・読書活動支援者育成事業相双地区研修会

・全国公共図書館協議会設立 50周年記念講演会

・認知症サポーター養成講座
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・子ども読書の日講演「想像力は読書から」

・県内児童図書担当職員研修会

・コンプライアンス研修

・先進地図書館視察研修

・福島県図書館職員等初任者研修会

・接遇研修

・情報セキュリティ研修

・メンタルヘルス研修

・相馬地方市町村議会議員・職員合同研修会

・福島県図書館・公民館図書室職員等専門研修会

・全国公共図書館研究集会

・放射線研修

・福島県図書館研究集会

・障害者理解に関する研修会

・交通安全研修

・福島県内大学図書館連絡協議会実務者研修会

・インバスケットトレーニング研修

・職員の健康管理講演会

・相馬市自殺予防ゲートキーパー養成研修会

・人事評価における被評価者研修

③「おはなしの部屋」に参加し、読み聞かせを行った。

（７）利用者の実態や要望の把握について

①投書箱の設置

②図書館利用に関する調査（12月1日～12月30日）

『本の福袋』の様子：1月4日



（ ）は前年比

 （１）開館日数・入館者数・貸出冊数（個人貸出・団体貸出）

(単位：日) (単位：人) 一般書など 児童書

4月 0 0 402 209 308 919 6 0 6 925

5月 21 2,510 2,337 1,608 286 4,231 103 0 103 4,334

6月 29 4,652 3,983 2,274 271 6,528 177 3 180 6,708

7月 25 5,651 4,047 3,920 667 8,634 227 0 227 8,861

8月 30 7,375 4,377 4,310 216 8,903 272 0 272 9,175

9月 29 5,969 4,398 3,049 812 8,259 227 3 230 8,489

10月 30 5,519 4,390 2,996 442 7,828 235 0 235 8,063

11月 29 5,161 4,309 3,064 471 7,844 189 3 192 8,036

12月 30 5,517 4,275 3,294 478 8,047 215 0 215 8,262

1月 12 2,620 2,461 1,648 80 4,189 109 0 109 4,298

2月 27 5,303 4,808 3,096 648 8,552 212 0 212 8,764

3月 30 5,040 4,519 3,333 418 8,270 206 0 206 8,476

合計 292 55,317 44,306 32,801 5,097 82,204 2,178 9 2,187 84,391

（前年比） (△29) (△7,103) (△1,780) (＋2,258) (＋212) (＋690) (△530) (△25) (△555) (＋135)

  ・一日平均入館者数 189 人 (＋13) ・貸出者人数（単位：人・団体）

  ・一日平均貸出冊数 289 冊（巻）(＋10) 幼　児

小学生

中学生

成　人

団　体

計

 （２）個人貸出資料の分類別数
単位：冊（巻） ※視聴覚資料含む

0 5,526 (＋1,733) 7 7,079 (＋11)

1 2,049 (＋173) 8 690 (＋90)

2 3,932 (＋458) 9 31,665 (＋48)

3 3,441 (△217) E 18,521 (＋2,654)

4 4,619 (＋442) PS 341 (＋60)

5 4,747 (△441) 86 (＋42)

6 1,695 (＋85) 84,391 (＋5,138)

●　利用状況（令和5年3月末現在）

貸出冊数 (単位：冊・巻)

図書資料 視聴覚資料

個人

1,221 (△764)

2,354 (△643)

225 (△170)

14,093 (△3,356)

330 (＋26)

18,223 (△4,907)

総　　記 芸　　術

哲学・宗教 言　　語

歴史・地理 文　　学

社会科学 絵　　本

自然科学 紙 芝 居

技　　術 相互貸借資料

産　　業 合　計

月別
開館日数 入館者数

合計
団体 個人 団体
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 （３）個人貸出視聴覚資料の種別
(単位：冊・巻)

ビデオ Ｃ　Ｄ カセット ＤＶＤ 地　図 計

0 352 0 1,825 0 2,177

(△7) (△112) (△1) (△411) (±0) (△531) 前年比

 （４）団体貸出資料の種別

(単位：冊・巻)

本 ビデオ Ｃ　Ｄ カセット ＤＶＤ 計

5,097 0 9 0 0 5,106

(＋212) (±0) (△24) (±0) (△1) (＋187) 前年比

 （５）貸出予約制度利用

(単位：件)

購　入 返却待 借　用

1,052 135 846 69 1,050 2

(△168) (△54) (△32) (△54) (△140) (△28) 前年比

 （６）相互貸借制度による館外貸出

件　数 冊　数

49 76

(△18) (△20) 前年比 (単位：件・冊)

（単位：人）

幼　児 小学生 中学生 一　般 団　体 計

255 412 81 1,663 71 2,482

(△14) (△11) (△12) (△204) (＋1) (△240) 前年比

 （８）参考事務（レファレンス）取扱い件数

文献複写

口　頭 文書等 （複写枚数） ※クイックレファレンスは除く

10 1 989

(△5) (△5) (△518) 前年比

 （７）館外貸出登録者数（有効登録者数）

受付区分（件）

処理
件数

貸出
件数

キャンセル等
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（ ）は前年比

 （１）図書館資料 冊(巻)

① 図書資料（分類別） 冊

①の内訳

0 総　　記 12,505

1 哲学・宗教 2,695

2 歴史・地理 1,746

3 社会科学 70,595

4 自然科学 34,218

5 技　　術 121,759

6 産　　業

7 芸　　術

8 言　　語

9 文　　学

Ｅ 絵　　本

PS 紙 芝 居

（単位：冊）

② 視聴覚資料（内訳） 冊(巻)

521 (＋14) 1,723 (＋19)

490 (△38) 1,000 (＋30)

36 (±0) 3,770 (＋25)

③ 逐次刊行物 4,352 冊

※ 購入新聞 14 種

※ 雑誌 　購入 69 種 　寄贈 5 種

④ 付属資料 437 冊

 （２）資料購入状況 2,609 冊(巻）

① 図書資料（分類別） 冊 ①の内訳

0 総記 68 (＋20) 6 73 (＋10) 6

1 哲学・宗教 67 (＋32) 7 111 (＋55) 19

2 歴史・地理 165 (＋46) 8 43 (＋6) 48

3 社会科学 219 (＋8) 9 1,021 (△5) 1,455

4 自然科学 233 (＋72) E 351 (＋67) 1,032

5 技術 199 (＋78) Ｐ 10 (＋8) 2,560

2,560 (＋397)

●　資料収蔵状況（令和5年3月末現在）

125,529

121,759

分類 ／項目 蔵書冊数 構成比

3,580 2.9% （1）地域資料　

3,616 3.0% （2）参考資料　

13,115 10.8% （3）特殊資料　

13,011 10.7% （4）一般資料　

7,444 6.1% （5）児童資料　

6,697 5.5% 合　計

3,387 2.8%

7,607 6.2%

1,845 1.5%

50,516 41.5%

10,501 8.6%

440 0.4%

合　　計 121,759 100%

3,770

カセット ＣＤ

ビデオテープ ＤＶＤ

地図 合計

　毎日・朝日・読売・河北・民友・民報・日スポ・日経・点字毎日・Asahi Weekly

　毎日小学生・朝日中高生・読売KODOMO・読売中高生

2,560

産業 (１)地域資料

芸術 (２)参考資料

言語 (３)特殊資料

文学 (４)一般資料

絵本 (５)児童資料

紙芝居 合　計

合　　計
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② 視聴覚資料（内訳） 巻

0 (±0) 12 (△4)

0 (±0) 37 (＋26)

0 (±0) 49 (＋22)

924 冊

3 冊

 （３） 寄贈関係

454 (＋103) (＋638)

19 (＋8) (△9)

（単位：件・冊・巻・円）

 （４） 除籍

1,803 冊

127 巻

980 冊

2 冊

49

カセット Ｃ　Ｄ

ビデオテープ ＤＶＤ

地　図 合計

③ 逐次刊行物

④ 付属資料

件    数 寄贈数 金額 登録

図 書 資 料 3,838 669,114 782 (＋128)

視聴覚資料 20 2,667 20 (△8)

図 書 資 料

視聴覚資料

逐次刊行物（雑誌）

付 属 資 料
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●　グラフで見る図書館の状況　（令和４年度末現在）

１　資料分類別蔵書割合

　①　図書資料 　　②　視聴覚資料

２　入館者数／貸出数

　　①　月別入館者数および図書資料貸出数

　＊4月は地震被害により臨時休館

　　②　入館者数および図書資料貸出数の推移

総記
2.9%

哲学・宗教
3.0%

歴史・地理
10.8%

社会科学
10.7%

自然科学
6.1%

技術
5.5%

産業
2.8%

芸術
6.2%

言語
1.5%

文学
41.5%

絵本
8.6%

紙芝居
0.4%

カセット
13.8%

ＣＤ
45.7%

ビデオ
テープ
13.0%

ＤＶＤ
26.5%

地図
1.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（人）

0
1,000

2,000
3,000
4,000
5,000

6,000
7,000
8,000
9,000

10,000

（冊・巻）貸出数 入館者数

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

（人）

S58 S61 H1 H４ H７ H10 H13 H16 H19 H22 H25 H28 Ｒ１ R４
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● 利用案内

１ 開館時間

○ 平 日：午前10時～午後7時

○ 土･日･祝日：午前10時～午後5時

２ 休 館 日

○ 館内整理日（毎月の末日）

○ 年末年始 (12月31日～1月3日)

○ 図書特別整理期間

（1月中の15日以内の期間）

３ 資料を貸出できる人

○ 相馬市の住民

○ 南相馬市、伊達市、新地町、飯舘村、

丸森町の住民

○ 相馬市内に通勤・通学している人

４ 貸出業務

① 個人貸出

○ 図 書：1人10冊まで

（新着資料は5冊まで）

○ 雑 誌：1人3冊まで

（閲覧終了後の雑誌に限る）

○ 視聴覚資料：1人3巻まで

（ＣＤ、カセットテープ、ＤＶＤ等）

＊1回の貸出は、図書や雑誌、視聴覚資料を

合わせて10冊(巻)まで

○ 貸出期間：15日以内

② 団体貸出（学校・官公署・社会教育関係

団体などの団体で利用する場合）

○ 貸出冊数：1団体100冊まで

○ 貸出期間：30日以内

○ 手 続：団体の代表者に登録していた

だきます。

５ レファレンスサービス

○ 図書館の利用に関する案内

○ 読みたい本を探す場合の援助や紹介及び

提供

○ 調べものに使う文献の紹介や提供

６ 予約・リクエスト

利用したい図書資料が、貸出されている場合

や当館にない場合に予約やリクエストがで

きます。

７ 相互貸借

利用したい図書資料が当館にない場合、県立

図書館や県内の図書館､国立国会図書館等と

連携して資料を探し出し、お客様に貸出する

サービスです。

８ 文献複写

図書館の資料に限り著作権法の範囲内で1

枚モノクロ10円、カラー50円にて提供しま

す。

９ その他

特色ある文庫や施設があります。

○ 岩崎博士記念文庫 ・岡田博士文庫・石原敬

彦文庫

地域文化の振興という趣旨を生かすととも

に、その篤志を長く顕彰するため、岩崎敏夫

氏、岡田清一氏、石原敬彦氏より寄付された

図書をもって文庫を設置。

○ 二宮尊徳関係資料

天明、天保の飢饉で疲弊した相馬中村藩を復

興させた二宮尊徳。「報徳仕法」と呼ばれる

農村復興政策を指導した農政家、思想家とし

ての二宮尊徳に関する文献を配架していま

す。

○ 国際ソロプチミスト相馬文庫

国際ソロプチミスト相馬から寄贈されてい

る本をもって文庫を設置。

○ プチ・ミュゼ

市民が自由に作品を展示できるコーナーを

図書館内に設置。

○ 学習室

1階に中学・高校生等を対象とした専用の学

習室を開設しています。

○ 知っ得（情報取得支援）コーナー

1階に情報を取得できるインターネット検索

コーナーがあります。
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● 資 料

○相馬市図書館条例 （昭和五十三年十月五日 条例第三十一号）

（設置）

第一条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四

条第一項及び図書館法（昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」

という。）第十条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を

収集し、整理し、保存して、住民の利用に供し、その教養、調査

研究、レクリエーション等に資するため、相馬市図書館（以下「図

書館」という。）を設置する。

（名称及び位置）

第二条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相馬市図書館

位置 相馬市中村字塚ノ町六五番地の十六

（管理）

第三条 図書館は、教育委員会がこれを管理する。

（協議会）

第四条 法第十四条第一項の規定により、相馬市図書館協議会（以

下｢協議会｣という。）を置く。

２ 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教

育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経

験のある者の中から教育委員会が任命する。

３ 委員の定数は、十名以内とし、その任期は二年とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委任）

第五条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に

定める。

附 則

この条例は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

附 則（昭和五五年条例第二七号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭和五七年条例第七号）

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則（平成一六年条例第一六号）

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則（平成二四年条例第一二号）

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

○相馬市図書館協議会の運営に関する規則 （昭和五十三年十月七日 教育委員会規則第四号）

（目的）

第一条 この規則は、相馬市図書館条例（昭和五十三年市条例第三

十一号）第四条の規定により、相馬市図書館協議会（以下「協議

会」という。）の運営に関して必要な事項を定めることを目的とす

る。

（所掌）

第二条 協議会は、図書館法（昭和二十五年法律第百十八号）に定

める諮問事項を審議する。

（会長及び副会長）

第三条 協議会に、会長及び副会長をそれぞれ一名置く。

２ 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選とする。

３ 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を

代理する。

（会長及び副会長の任期）

第四条 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

（会議）

第五条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とし、会長が招集する。

ただし、最初に行われる協議会については、教育長が招集する。

２ 定例会は、年二回とし、臨時会は会長が必要と認めたとき、又

は委員の四分の一以上の要求があったときこれを招集する。

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議

長が決する。

５ 関係職員は会議に出席して意見を述べることができる。

（庶務）

第六条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

附 則

この規則は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

附 則（昭和五十八年教育委員会規則第一号）抄

（施行期日）

１ この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附 則（平成四年教育委員会規則第四号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成一九年教育委員会規則第一〇号）抄

（施行期日）

１ この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則（平成二六年教育委員会規則第一号）

この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
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○相馬市図書館管理運営規則 （平成十六年三月二十九日 教委規則第七号）

目次

第一章 総則（第一条－第五条）

第二章 館内利用（第六条－第九条）

第三章 館外利用（第十条－第二十一条）

第一節 個人貸出し（第十条－第十六条）

第二節 団体貸出し（第十七条－第二十一条）

第四章 図書館資料の寄贈（第二十二条－第二十四条）

第五章 図書館資料の寄託（第二十五条－第二十八条）

第六章 雑則（第二十九条）

附則

第一章 総則

（趣旨）

第一条 この規則は、相馬市図書館条例（昭和五十三年相馬市条例

第三十一号）第五条の規定に基づき、相馬市図書館（以下「図書

館」という。）の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（開館時間）

第二条 図書館の開館時間は、午前十時から午後七時（日曜日、土

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八

号）に規定する休日にあっては、午後五時）までとする。ただし、

館長は、特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、

これを臨時に変更することができる。

（休館日及び休館期間）

第三条 図書館の休館日及び休館期間は、次のとおりとする。

一 一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日

二 館内整理日 毎月の末日(十二月三十一日を除く。)

三 図書特別整理期間 毎年一月中に館長が定める十五日以内の

期間

２ 館長は、特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、

臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

（利用者の責務）

第四条 図書館内（以下｢館内｣という。）の図書、記録その他の資料

（以下「図書館資料」という。）及び施設を利用しようとする者（以

下「利用者」という。）は、この規則及び館員の指示に従わなけれ

ばならない。

２ 利用者は、図書館資料を丁寧に取扱うとともに、汚損したり、

書込み等を行ってはならない。

３ 利用者は、館内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす

行為をしてはならない。

４ 館長は、図書館の管理運営上支障があると認める者に対しては、

入館を拒み、若しくは退館を命じ、又は図書館資料の閲覧若しく

は貸出しをしないことができる。

（賠償責任）

第五条 利用者は図書館資料をき損し、又は亡失したときは、館長

の指示に従い、これと同一の図書館資料若しくは相当の代価をも

って弁償し、又はこれを原形に復さなければならない。

２ 利用者は、図書館の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失し

たときは、館長の指示に従い、相当の代価をもって弁償し、又は

これを原形に復さなければならない。

３ 天災その他利用者の責めに帰することができない理由によるも

のであるときは、前二項の賠償の義務を免除することができる。

第二章 館内利用

（館内利用ができる者）

第六条 何人も館内の所定の場所において、一般閲覧室及び児童室

の図書館資料を自由に利用することができる。

（利用の方法）

第七条 館内で前条の図書館資料以外の図書館資料は、館長が別に

定める利用手続に従って利用することができる。

（利用冊数）

第八条 館内で同時に利用することができる図書館資料の冊（点）

数は、一人につき五冊（点）以内とする。ただし、館長が特に必

要があると認めるときは、この限りでない。

（返納）

第九条 利用者は、図書館資料の利用を終了したときは、これを係

員に返納しなければならない。

第三章 館外利用

第一節 個人貸出し

（館外利用ができる者）

第十条 図書館以外の場所（以下「館外」という。）で図書館資料を

利用することができる者は、相馬市、南相馬市、伊達市、新地町、

飯舘村及び丸森町に居住している者並びに市内に勤務先を有し、

又は在学している者とする。

（利用の方法）

第十一条 館外利用をしようとする者は、館長が別に定める利用手

続に従って図書館資料の貸出しを受けなければならない。

（利用冊数）

第十二条 館外で同時に利用することができる図書館資料の冊（点）

数は、原則として一人につき十冊（点）以内とする。ただし、館

長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

（利用期間）

第十三条 館外で図書館資料を利用することができる期間は、原則

として貸出しを受けた日から起算して十五日以内とする。ただし、

館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

２ 館長は、図書館資料の管理上必要があると認めるときは、前項

の期間中であっても返納させることができる。



19

（利用の制限）

第十四条 次に掲げる図書館資料は、館外で利用することができな

い。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りで

ない。

一 新聞、官報及び公報

二 郷土資料

三 参考図書（辞典、事典、辞書、年鑑等）

四 館長が指定する視聴覚資料

五 貴重図書及び寄託図書等であって館長が指定したもの

六 その他館長が指定するもの

（転貸の禁止）

第十五条 貸出しを受けた図書館資料は、他に転貸してはならない。

（返納）

第十六条 利用者は、貸出しを受けた図書館資料を第十三条第一項

に規定する利用期間が満了する日までに、同条第二項の規定によ

り図書館資料の返納を命じられた場合には、直ちに、当該図書館

資料を図書館に返納しなければならない。

第二節 団体貸出し

（利用の方法）

第十七条 市内に所在する学校、官公署、社会教育関係団体、社会

福祉関係団体、読書会その他館長の認める団体（以下「団体」と

いう。）は、館長が別に定める利用手続に従って図書館資料を館外

で利用することができる。

（利用冊数）

第十八条 館外で同一団体が同時に利用することができる貸出しの

図書館資料の冊（点）数は、百冊（点）以内とする。ただし、館

長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

（利用期間）

第十九条 館外で図書館資料を利用することができる期間は、貸出

しを受けた日から起算して三十日以内とする。ただし、館長が特

に必要があると認めるときは、この限りでない。

２ 館長は、図書館資料の管理上必要があると認めるときは、前項

の期間中であっても返納させることができる。

（返納）

第二十条 利用者は、貸出しを受けた図書館資料を前条第一項に規

定する利用期間が満了する日までに、同条第二項の規定により図

書館資料の返納を命じられた場合には、直ちに、当該図書館資料

を図書館に返納しなければならない。

（貸出しに要する費用の負担）

第二十一条 貸出しの図書館資料の借受け及び返納に要する費用は、

利用者の負担とする。

第四章 図書館資料の寄贈

（寄贈の申込手続）

第二十二条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、その旨

を館長に申し出るものとする。

２ 館長は、前項の規定により図書館資料の寄贈の申出があった場

合において、図書館資料として適当と認めるものについて受納す

ることができる。

（寄贈に要する費用の負担）

第二十三条 図書館資料の寄贈に要する運搬費その他の費用は、寄

贈者の負担とする。ただし、館長が特に認めるときは、この限り

でない。

（寄贈図書館資料の取扱い）

第二十四条 寄贈を受けた図書館資料は、購入した図書館資料の取

扱いに準ずる。

２ 館長は、寄贈された図書館資料について寄贈者から申出がある

ときは、当該図書館資料に寄贈者の氏名等を記載するものとする。

第五章 図書館資料の寄託

（寄託の手続）

第二十五条 図書館に図書館資料を寄託しようとする者は、その旨

を館長に申し出るものとする。

２ 館長は、前項の規定により図書館資料の寄託の申出があった場

合において、図書館資料として当該寄託資料を保管し、又は一般

の利用に供することが適当と認めるものについて受託することが

できる。

３ 館長は、受託した図書館資料について、寄託者の同意があると

きは、当該図書館資料に寄託者の氏名等を記載することができる。

（寄託期間等）

第二十六条 館長は、受託した図書館資料について、図書館の図書

館資料の管理上支障があるとき、又は寄託に際して図書館と寄託

者の間に寄託期間の定めがある場合において寄託期間が満了した

ときは、受託した図書館資料を寄託者に返還するものとする。

２ 館長は、受託した図書館資料について、図書館と寄託者の間に

寄託期間の定めがある場合において寄託期間が満了する日の一月

前までに寄託者から別段の申出がないときは、その満了の日の翌

日から起算して一年間寄託を継続する旨の申出があったものとみ

なして、当該寄託期間を延長するものとする。その延長に係る寄

託期間が満了した場合も、また同様とする。

（寄託等に要する費用の負担）

第二十七条 図書館資料の寄託及び返還に要する運搬費その他の費

用は、寄託者の負担とする。ただし、館長が特に認めるときは、

この限りでない。

（賠償責任）

第二十八条 図書館の責めに帰することができない理由により、受

託した図書館資料をき損し、又は亡失したときは、図書館はその

損害賠償の責めを負わない。
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第六章 雑 則

（委任）

第二十九条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営管理、図

書館資料の利用、貸出し、図書館資料の寄贈若しくは寄託及び図

書館施設の利用等に関して必要な事項は、館長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

（相馬市図書館運営に関する規則の廃止）

２ 相馬市図書館運営に関する規則（昭和五十三年相馬市教育委員

会規則第三号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この規則の施行の日前において廃止前の規則の相当規定に基づ

いて行われた図書館資料の利用行為等は、この規則の相当規定に

基づいてなされたものとみなす。

附 則 （平成一七年 教育委員会規則第四号）

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則 （令和四年 教育委員会規則第二号）

この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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